
資 料 ９－４

：権限内の法律事務

：権限外の法律事務

雇用主
（外弁）

原資格国法に関する法律事
務等

　日本法に関する法律事
務等

指揮監督権あり 指揮監督権なし

被雇用者
（弁護士）

原資格国法に関する法律事
務等

　日本法に関する法律事
務等

　　　　　　　　　　

外弁の計算で被雇用弁
護士にサービス提供さ
せる場合、外弁法４条
違反となる。

サービス提供可

この範囲内の法律
事務を被雇用弁護
士に取扱わせて
も、外弁法４条違
反とはならない。

弁護士が自己の計算で
独立して行う場合、
サービス提供可。

依頼者（顧客）

                             外弁法４条の規制内容

　　　　雇用
関係

　　　　　　　　　



      

　　

：権限内の法律事務

：権限外の法律事務

：指揮監督権あり

：指揮監督権なし

１　単独雇用

２　共同雇用

雇用関係対比図

共同事務所

　　　外弁事務所

　　　　　被雇用弁護士

外国法事務弁護士権限外

外国法事務弁護士

　　　　　被雇用弁護士

　　　　　　　弁護士権限外


